
平成二十六年政令第百九十二号

採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令

内閣は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第四十五条の二第一項第一号、第三号及び第四号、第二項各号並びに第三項の規

定に基づき、この政令を制定する。

（採用試験における対象官職）

第一条　国家公務員法（以下「法」という。）第四十五条の二第一項第一号の政令で定める官職は、法第三十六条に規定する係員の官職（次

項において「係員の官職」という。）のうち、次に掲げるものとする。

一　専門的な知識又は技能に基づいて行う工業所有権に関する審査の事務をその職務の主たる内容とする官職

二　専門的な知識又は技能に基づいて行う海事に関する試験又は検査の事務をその職務の主たる内容とする官職

三　独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人における印刷又は造幣に関する業務の運営又

は管理の事務をその職務の主たる内容とする官職

２　法第四十五条の二第一項第三号の政令で定める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。

一　天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をそ

の職務の主たる内容とする官職

二　懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者等の収容及び刑事施設（これに附置された労役場及び監置場を含む。）における

被収容者等の処遇並びに刑事施設の警備の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職

三　次に掲げるいずれかの分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職

イ　少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における受刑者の資質の調査に関する分野

ロ　少年院における在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における受刑者の改善指導

及び教科指導に関する分野

ハ　保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する分野

四　入国、上陸及び在留に関する違反事件の調査並びに収容令書及び退去強制令書の執行を受ける者の収容、護送及び送還の分野に係る

専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職

五　外交領事事務（これと直接関連する業務を含む。別表外務省専門職員採用試験の項下欄第一号において同じ。）の分野に係る特定の

国、地域又は業務についての専門的な知識及び特定の外国語の能力を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職

六　財務局及び沖縄総合事務局における国の予算の執行に関する実地監査、国有財産の管理及び処分並びに金融機関の検査その他の監督

の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職

七　内国税の賦課及び徴収、酒類業の発達並びに税理士業務の運営の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容

とする官職

八　販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五

項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃの輸入に際して検疫所において行う

検査及び指導の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職

九　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）その他の労働条件、産業安全、労働

衛生及び労働者の保護に関する法令に基づいて行う検査その他の監督の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる

内容とする官職

十　航空交通管制の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職

十一　航空保安大学校において航空保安業務の分野（航空交通管制の分野を除く。別表航空保安大学校学生採用試験の項下欄第一号及び

第二号において同じ。）に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主

たる内容とする官職

十二　気象大学校において気象業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務

をその職務の主たる内容とする官職

十三　海上保安業務の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職

十四　海上保安大学校において海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要と

する事務をその職務の主たる内容とする官職

十五　海上保安学校において海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とす

る事務をその職務の主たる内容とする官職

３　法第四十五条の二第一項第四号の政令で定める官職は、法第三十四条第二項に規定する標準的な官職が係長若しくは課長補佐である職

制上の段階に属する官職又はこれらに準ずるものとして内閣官房令で定める官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類す

る経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識又は技能を体得している者を採用してその職務に従事させることにより

行政運営の活性化その他公務の能率的運営に資することが期待されるものとして内閣官房令で定める官職（以下「実務経験等活用官職」

という。）とする。

４　内閣総理大臣は、前項の内閣官房令を定めようとするときは、あらかじめ、関係する任命権者（法第五十五条第一項に規定する任命権

者及び法律で別に定められた任命権者をいう。次条第五項において同じ。）と協議するものとする。

（一定の範囲の知識等を有する者）

第二条　法第四十五条の二第二項第一号の一定の範囲の知識、技術その他の能力（以下この条において「知識等」という。）を有する者と

して政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。

一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学院の修士課程若しくは同法に基づく専門職大学院の課程を修了した者又は

これらの者と同程度の知識等を有する者（第四項及び別表総合職試験の項中欄において「院卒程度の者」という。）

二　学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を卒業した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者（以下この条及び別表にお

いて「大卒程度の者」という。）

２　法第四十五条の二第二項第二号の一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。

一　大卒程度の者

二　学校教育法に基づく高等学校を卒業した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者（次項及び別表において「高卒程度の者」と

いう。）

３　法第四十五条の二第二項第三号の一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる行政分野に応じ、当該

各号に定める者とする。

一　前条第二項第一号、第七号又は第十三号から第十五号までに規定する分野　次のイ又はロに掲げるそれぞれの者
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イ　大卒程度の者

ロ　高卒程度の者

二　前条第二項第三号、第五号、第六号又は第八号から第十号までに規定する分野　大卒程度の者

三　前条第二項第二号、第四号、第十一号又は第十二号に規定する分野　高卒程度の者

４　法第四十五条の二第二項第四号の一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、実務経験等活用官職ごとに、次の各号に

掲げる者のいずれかのうち内閣官房令で定めるものとする。

一　院卒程度の者

二　大卒程度の者

三　院卒程度の者又は大卒程度の者

５　内閣総理大臣は、前項の内閣官房令を定めようとするときは、あらかじめ、関係する任命権者と協議するものとする。

（採用試験により確保すべき人材）

第三条　採用試験（法第三十九条第二号に規定する採用試験をいう。以下この条及び別表において同じ。）においては、国民全体の奉仕者

として、国民の立場に立ち、高い気概、使命感及び倫理感を持って、多様な知識及び経験に基づくとともに幅広い視野に立って行政課題

に的確かつ柔軟に対応し、国民の信頼に足る民主的かつ能率的な行政の総合的な推進を担う職員となることができる知識及び技能、能力

並びに資質を有する者を確保するものとし、かつ、別表の上欄に掲げる競争試験であって、同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれの

採用試験においては、当該それぞれの採用試験に応じて同表の下欄に掲げる事項に該当する者を確保するものとする。

（人事院への意見聴取）

第四条　第一条第三項、第二条第四項及び別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令は、人事院の意見を聴いて

定めるものとする。

附　則

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第二十二号）の施行の日（平成二十六年五月三十日）から施行

する。

附　則　（平成二七年三月一八日政令第七四号）　抄

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成二七年三月二五日政令第九三号）　抄

（施行期日）

１　この政令は、少年院法の施行の日（平成二十七年六月一日）から施行する。

附　則　（令和元年一〇月九日政令第一二三号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

（令和三年六月一日）から施行する。

附　則　（令和元年一二月一八日政令第一八七号）

この政令は、令和二年一月一日から施行する。

附　則　（令和三年一一月八日政令第三〇五号）

この政令は、令和四年二月一日から施行する。

附　則　（令和四年七月二九日政令第二五七号）

この政令は、令和五年二月一日から施行する。

別表（第三条関係）

総合職試験 院卒程度の

者

一　人文科学、社会科学又は自然科学のいずれかの分野における特定の専門領域に関する知識又は技術及びその

関連領域における知識を備えるとともに、これらに係る応用能力を備えていること。

二　困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力その他総合的かつ高度な能力並びに適切かつ効果

的に説明及び討議を行う能力を備えていること。

三　前二号に掲げる事項の基盤となる基礎的な外国語の能力を備えていること。

四　採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する特定の専門領域に関する知識又は技術及びその関連領

域における知識並びに前三号に規定する能力の向上が見込まれること。

五　前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

大卒程度の

者

一　人文科学、社会科学若しくは自然科学のいずれかの分野における特定の専門領域に関する知識若しくは技術

及びその関連領域における知識又は幅広い教養を備えていること。

二　困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力その他総合的な能力又は適切かつ効果的に説明及

び討議を行う能力を備えていること。

三　前二号に掲げる事項の基盤となる基礎的な外国語の能力を備えていること。

四　採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する特定の専門領域に関する知識若しくは技術及びその関

連領域における知識又は同号に規定する教養並びに前二号に規定する能力の向上が見込まれること。

五　前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

一般職試験 大卒程度の

者

一　人文科学、社会科学又は自然科学のいずれかの分野における特定の専門領域に関する知識又は技術及びその

関連領域における知識を備えていること。

二　課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。

三　採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する特定の専門領域に関する知識又は技術及びその関連領

域における知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及び表現力の向上が見込まれること。

四　前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

高卒程度の

者

一　自然科学の分野における特定の専門領域に関する基礎的な技術又は論理的な思考力及び表現力並びに基礎的

な課題を正確かつ迅速に処理することができる能力を備えていること。
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二　採用後の研修又は職務経験を通じて前号に規定する技術又は同号に規定する論理的な思考力及び表現力並び

に基礎的な課題を正確かつ迅速に処理することができる能力の向上が見込まれること。

三　前二号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

皇宮護衛官採

用試験

大卒程度の

者

一　社会経済情勢に関する知識を備えていること。

二　状況に応じて課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。

三　採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及

び表現力の向上が見込まれること。

四　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力を備えて

いること。

五　前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

高卒程度の

者

一　論理的な思考力及び表現力を備えていること。

二　採用後の研修又は職務経験を通じて前号に規定する論理的な思考力及び表現力の向上が見込まれること。

三　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力を備えて

いること。

四　前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

刑務官採用試

験

高卒程度の

者

一　論理的な思考力及び表現力を備えていること。

二　採用後の研修又は職務経験を通じて前号に規定する論理的な思考力及び表現力の向上が見込まれること。

三　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力又は武道

の技術を備えていること。

四　前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

法務省専門職

員採用試験

大卒程度の

者

一　矯正処遇又は保護観察の分野における心理学、教育学又は社会学の知識を備えていること。

二　課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。

三　採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及

び表現力の向上が見込まれること。

四　第一条第二項第三号イ又はロに掲げる分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容と

する官職にあっては、職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。

五　前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

入国警備官採

用試験

高卒程度の

者

一　論理的な思考力及び表現力を備えていること。

二　採用後の研修又は職務経験を通じて前号に規定する論理的な思考力及び表現力の向上が見込まれること。

三　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力を備えて

いること。

四　前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

外務省専門職

員採用試験

大卒程度の

者

一　外交領事事務に関する分野における社会経済情勢に関する知識並びに国際法規に関する知識及びこれに関連

する知識を備えていること。

二　特定の外国語の能力並びに課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。

三　採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する特定の外国語の能力並びに

課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力の向上が見込まれること。

四　第二号の特定の外国語以外の外国語の能力を必要に応じて習得する意欲を備えていること。

五　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。

六　前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

財務専門官採

用試験

大卒程度の

者

一　財政又は金融に関する分野における知識及びその関連分野における知識を備えていること。

二　課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。

三　採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及

び表現力の向上が見込まれること。

四　前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

国税専門官採

用試験

大卒程度の

者

一　次のイ又はロに掲げる知識を備えていること。

イ　税務に関する分野における知識及びその関連分野における知識

ロ　イに掲げる知識及び情報処理に関して必要な知識

二　課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。

三　採用後の研修又は職務経験を通じて第一号イ又はロに掲げる知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判

断力及び表現力の向上が見込まれること。

四　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。

五　前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

税務職員採用

試験

高卒程度の

者

一　論理的な思考力及び表現力並びに基礎的な課題を正確かつ迅速に処理することができる能力を備えているこ

と。
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二　採用後の研修又は職務経験を通じて前号に規定する論理的な思考力及び表現力並びに基礎的な課題を正確か

つ迅速に処理することができる能力の向上が見込まれること。

三　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。

四　前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

食品衛生監視

員採用試験

大卒程度の

者

一　食品衛生に関する分野における知識及びその関連分野における知識を備えていること。

二　課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。

三　採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及

び表現力の向上が見込まれること。

四　前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

労働基準監督

官採用試験

大卒程度の

者

一　労働行政に関する分野における知識及びその関連分野における知識を備えていること。

二　課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。

三　採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及

び表現力の向上が見込まれること。

四　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。

五　前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

航空管制官採

用試験

大卒程度の

者

一　航空交通管制の分野に係る業務に求められる記憶力及び空間を把握する能力を備えるとともに、航空英語に

関する知識及び能力の基礎となる英語の知識及び能力を備えていること。

二　採用後の研修又は職務経験を通じて、前号に規定する記憶力及び空間を把握する能力の向上が見込まれると

ともに、同号に規定する航空英語に関する知識及び能力の習得及び向上が見込まれること。

三　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。

四　前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

航空保安大学

校学生採用試

験

高卒程度の

者

一　航空保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得する上で基礎となる知識として、次

のイ又はロに掲げる知識を備えていること。

イ　数学及び物理の知識

ロ　数学及び英語の知識

二　採用後の研修又は職務経験を通じて、前号イ又はロに掲げる知識の向上が見込まれるとともに、航空保安業

務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能の修得及び向上が見込まれること。

三　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。

四　前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

気象大学校学

生採用試験

高卒程度の

者

一　気象業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得する上で基礎となる数学、物理及び英語

の知識並びに論理的な思考力及び表現力を備えていること。

二　採用後の研修又は職務経験を通じて、前号に規定する数学、物理及び英語の知識並びに同号に規定する論理

的な思考力及び表現力の向上が見込まれるとともに、気象業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技

能の修得及び向上が見込まれること。

三　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。

四　前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

海上保安官採

用試験

大卒程度の

者

一　社会経済情勢に関する知識を備えていること。

二　状況に応じて課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。

三　採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及

び表現力の向上が見込まれること。

四　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力を備えて

いること。

五　前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

海上保安大学

校学生採用試

験

高卒程度の

者

一　海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得する上で基礎となる数学及び英語の

知識並びに論理的な思考力及び表現力を備えていること。

二　採用後の研修又は職務経験を通じて、前号に規定する数学及び英語の知識並びに同号に規定する論理的な思

考力及び表現力の向上が見込まれるとともに、海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能

の修得及び向上が見込まれること。

三　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力を備えて

いること。

四　前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

海上保安学校

学生採用試験

高卒程度の

者

一　海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得する上で基礎となる知識又は能力と

して、次のイ、ロ又はハに掲げるものを備えていること。

イ　数学及び英語の知識

ロ　数学、物理及び英語の知識

ハ　論理的な思考力及び表現力
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二　採用後の研修又は職務経験を通じて、前号イ若しくはロに掲げる知識又は同号ハに掲げる論理的な思考力及

び表現力の向上が見込まれるとともに、海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能の修得

及び向上が見込まれること。

三　職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力を備えて

いること。

四　前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えているこ

と。

実務経験等活

用官職に係る

経験者採用試

験

第二条第四

項の内閣官

房令で定め

る者

一　経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等を備えていること。

二　前号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。

備考

一　この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

イ　総合職試験　法第四十五条の二第一項第一号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験

ロ　一般職試験　法第四十五条の二第一項第二号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験

ハ　皇宮護衛官採用試験　専門職試験（法第四十五条の二第一項第三号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。以下同じ。）

のうち、第一条第二項第一号に掲げる官職への採用を目的としたもの

ニ　刑務官採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第二号に掲げる官職への採用を目的としたもの

ホ　法務省専門職員採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第三号に掲げる官職への採用を目的としたもの

ヘ　入国警備官採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第四号に掲げる官職への採用を目的としたもの

ト　外務省専門職員採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第五号に掲げる官職への採用を目的としたもの

チ　財務専門官採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第六号に掲げる官職への採用を目的としたもの

リ　国税専門官採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第七号に掲げる官職への採用を目的としたものであって、大卒程度の者が当該

官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定すること

を目的として行うもの

ヌ　税務職員採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第七号に掲げる官職への採用を目的としたものであって、高卒程度の者が当該官

職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを

目的として行うもの

ル　食品衛生監視員採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第八号に掲げる官職への採用を目的としたもの

ヲ　労働基準監督官採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第九号に掲げる官職への採用を目的としたもの

ワ　航空管制官採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第十号に掲げる官職への採用を目的としたもの

カ　航空保安大学校学生採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第十一号に掲げる官職への採用を目的としたもの

ヨ　気象大学校学生採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第十二号に掲げる官職への採用を目的としたもの

タ　海上保安官採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第十三号に掲げる官職への採用を目的としたもの

レ　海上保安大学校学生採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第十四号に掲げる官職への採用を目的としたもの

ソ　海上保安学校学生採用試験　専門職試験のうち、第一条第二項第十五号に掲げる官職への採用を目的としたもの

ツ　経験者採用試験　法第四十五条の二第一項第四号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験

ネ　実務経験等活用官職に係る経験者採用試験　経験者採用試験のうち、それぞれの実務経験等活用官職への採用を目的としたもの

二　この表において「採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等」とは、次に掲げるものをいう。

イ　我が国の歴史及び文化その他の人文科学、社会科学及び自然科学の分野における基礎的な知識

ロ　基礎的な課題について十分に理解した上で、着実に取り組み、正確かつ迅速に処理し、その結果を踏まえた説明を適切に行うことがで

きる基礎的な能力

ハ　公共の利益のために勤務することについての明確な自覚及び国際的かつ多角的な視点
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